
整理番号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 児童手当・特例給付の支給事業情報ファイル

行政機関等の名称 大竹市長

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

健康福祉部こども家庭課児童係

個人情報ファイルの利用目的 児童手当・特例給付の支給及び管理を行うため

記録項目

1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.連絡先、6.国籍、7.在留資格、8.被用者・非被
用者の別、9.年金種別、10.個人番号、11.所得、12.転入年月日、13.転出年月日、13.口
座情報、15.配偶者氏名、16.配偶者住所、17.配偶者生年月日、18.配偶者個人番号、19.
配偶者所得、20.対象児童氏名、21.対象児童氏名、22.対象児童生年月日、23.対象児童続
柄、24.対象児童同別居、25.対象児童監護状態、26.対象児童生計関係

記録範囲 児童手当・特例給付の申請者

記録情報の収集方法 申請者から提出のあった認定請求書等

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

含む

記録情報の経常的提供先 無し

（名　称）総務部企画財政課情報政策係

実施なし

（所在地）広島県大竹市小方一丁目１１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル
　　　　☑有　□無

備考 ―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含
まれているときは、その旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要



整理番号

備考 ―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含
まれているときは、その旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

（所在地）広島県大竹市小方一丁目１１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル
　　　　☑有　□無

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

含む

記録情報の経常的提供先 無し

（名　称）総務部企画財政課情報政策係

記録項目

1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.連絡先、6.勤務先・学校・保育所等（世帯
員）、7.個人番号（利用希望児童、保護者及び同居の世帯員）、8.課税情報（保育料等
の算定に要する世帯員）、9.在園施設名（利用希望施設名）、10.特定教育・保育施設等
に係る利用者負担額、11.転入予定日、12.就労情報（保護者）、13.保険証番号（利用希
望児童）、14.生育歴、病気の記録等（利用希望児童）15.身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳情報、16.保護者の離婚歴

記録範囲 利用希望児童及びその他世帯員

記録情報の収集方法 申請者から提出のあった申請書兼利用申込書等

行政機関等の名称 大竹市長

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

健康福祉部こども家庭課児童係

個人情報ファイルの利用目的
保育施設等への利用希望申請の登録・管理・利用調整、保育の必要性の認定、保育料の
徴収等に関する事務の対象となる世帯状況等の把握を行うため

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 保育施設等入所・申請児童一覧



整理番号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 児童手当支給事業情報ファイル

行政機関等の名称 大竹市長

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

健康福祉部こども家庭課児童係

個人情報ファイルの利用目的 児童手当の支給及び管理を行うため

記録項目

1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.連絡先、6.国籍、7.在留資格、8.被用者・非被
用者の別、9.年金種別、10.個人番号、11.所得、12.転入年月日、13.転出年月日、13.口
座情報、15.配偶者氏名、16.配偶者住所、17.配偶者生年月日、18.配偶者個人番号、19.
配偶者所得、20.対象児童氏名、21.対象児童氏名、22.対象児童生年月日、23.対象児童続
柄、24.対象児童同別居、25.対象児童監護状態、26.対象児童生計関係

記録範囲 児童手当の申請者

記録情報の収集方法 申請者から提出のあった認定請求書等

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

含む

記録情報の経常的提供先 無し

（名　称）総務部企画財政課情報政策係

実施なし

（所在地）広島県大竹市小方一丁目１１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル
　　　　☑有　□無

備考 ―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含
まれているときは、その旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要



整理番号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当支給事業情報ファイル

行政機関等の名称 大竹市長

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

健康福祉部こども家庭課児童係

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当の支給及び管理を行うため

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 児童扶養手当申請者

記録情報の収集方法 申請者から提出のあった認定請求書等

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

含む

記録情報の経常的提供先 無し

（名　称）総務部企画財政課情報政策係

実施なし

（所在地）広島県大竹市小方一丁目１１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル
　　　　☑有　□無

備考 ―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含
まれているときは、その旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要



別紙

1.氏名　2.住所　3.性別　4.生年月日　5.連絡先　6.障害　7.傷病　8.婚姻歴　9.国籍　10.在留
資格　11.勤務先　12.年金種別　13.個人番号　14.所得　15.転入年月日　16.転居年月日　17.転
出年月日　18.口座　19.障害者手帳の番号・等級　20.公的年金受給状況　21.基礎年金番号・年金
コード　22.遺族補償受給状況　23.養育費受取状況　24.対象児童氏名　25.対象児童住所　26.対
象児童生年月日　27.対象児童続柄　28.対象児童個人番号　29.対象児童障害　30.対象児童公的年
金受給状況　31.対象児童遺族補償受給状況　32.対象児童同別居　33.対象児童監護状態　34.対象
児童生計関係　35.配偶者氏名　36.配偶者生年月日　37.配偶者障害　38.配偶者勤務先　39.配偶
者個人番号　40.配偶者所得　41.扶養義務者氏名　42.扶養義務者生年月日　43.扶養義務者続柄
44.扶養義務者障害　45.扶養義務者個人番号　46.扶養義務者所得



整理番号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 母子保健事業ファイル

行政機関等の名称 大竹市長

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

健康福祉部こども家庭課母子保健係

個人情報ファイルの利用目的 妊婦、産婦、乳幼児の管理、統計、報告に関する事務

記録項目 ①宛名番号②氏名③生年月日④郵便番号・住所・電話番号⑤各母子保健事業該当項目

記録範囲 母子保健事業の該当者

記録情報の収集方法
本人が提出した妊娠届出書、各乳幼児健康診査で使用した受診票、母子保健事業の個
別記録票

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

含む

記録情報の経常的提供先 市区町村、医療機関、審査支払機関（広島県国民健康保険団体連合会）

（名　称）総務部企画財政課情報政策係

実施なし

（所在地）広島県大竹市小方一丁目１１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

-

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル
　　　　□有　☑無

備考 ―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含
まれているときは、その旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

―

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要


